
 

 

 

 

 

 

明石市都市計画マスタープラン及び明石市総合交通計画の改定について 

 

令和 4 年第 2 回定例会 9月議会の本委員会においてご報告したとおり、現在、「明石市都市計

画マスタープラン」及び「明石市総合交通計画」の改定を進めています。 

この度、計画素案の市民説明会やパブリックコメントによる意見聴取を踏まえ、計画案を取

りまとめましたので、ご報告いたします。 

 

１ 市民説明会及びパブリックコメントの結果について 

市民への説明会やパブリックコメントによる意見募集については、両計画と同じく本年度に

策定を予定し、本計画と関連性が深い「明石市立地適正化計画」と同時に下記の通り実施しま

した。 

 

（１）市民説明会 

市内 5 地区及びオンラインにて説明会を開催しました。また、計画素案のホームページへの

掲載や各市民センターへの設置、説明動画の配信等、情報発信も行いました。 
開催地区 開催日 開催場所 出席者数 意見数

明石東部 令和 4 年 10 月 29 日（土） ウィズあかし 7 10
西明石 令和 4 年 11 月 3 日（祝） サンライフ明石 6 11
大久保 令和 4 年 10 月 29 日（土） 大久保市民センター 2 3
魚住 令和 4 年 10 月 30 日（日） 魚住市民センター 1 2
二見 令和 4 年 10 月 30 日（日） 二見市民センター 9 9
オンライン 令和 4 年 11 月 7 日（月） － 19 0
合計 44 35

 

 期間 閲覧件数 
ホームページ掲載（市民説明会及び意見募集） 令和 4 年 10 月 14 日～11 月 30 日 1,848
動画配信（YouTube） 令和 4年 11 月 15 日～11 月 30 日 135

 

（２）パブリックコメント 

令和4年10月 28日から11月30日の約1か月間の意見募集を行い多くの意見を頂きました。 
 人数 件数 

都市計画マスタープラン 6 30
総合交通計画 5 12
立地適正化計画 2 7
合計 （重複除く）8 49

 

（３）主な意見の概要 

①都市計画マスタープラン 

 都市計画マスタープランと立地適正化計画が別々に策定され分かりづらい。 

 立地適正化計画の内容を都市計画マスタープランに反映すべき。 

 市街化区域内の農地は、無秩序な宅地開発とならないようにすべき。また、気候温暖化

や災害時の避難場所としてもメリットがある。 

 市役所の建替や明石港東外港の再開発については重要な事項。 

 西明石駅南側の開発や木造密集地の解消が重要。西明石には地区に不足している市民交

流施設等も必要。 
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②総合交通計画 

 交通体系の充実は今後推進すべき分野であり、維持だけでなく拡充していくべき。 

 障害者にとって外出の機会が増えると生活の質が向上する。ユニバーサルデザインの計

画とも連動しながらまちの機能向上を望む。 

 バスについては、採算性やコストもあるが、交通に力を入れると経済効果が生まれるの

で、行政が支援することにより、地域全体が活性化した方がよい。 

 たこバスは、地域の重要な福祉施策であり、収支率だけで改廃しないようにしてほしい。 

 国道２号の渋滞解消が必要。 

 

２ 都市計画審議会及び総合交通計画検討会での主な意見について 

これまで、審議会や検討会では、各 4 回にわたって、学識経験者や高齢者、障害者等の各種

団体の代表から様々な意見を頂きました。主な意見は以下の通りです。 

 

①都市計画マスタープラン 

 明石港東外港の再開発については注目している。 

 都市と田園が融合する緑豊かな都市づくりを踏まえると生産緑地制度も一考ある。 

 高齢者が安心して住める都市空間や移動手段などが重要な課題。 

 空き家の課題もあるので、世代間の住み替えがスムーズになればよい。 

 素晴らしい海岸線を活かしてほしい。 

 自動運転や ICT 化といった新しい技術に対応した質の高い住環境を形成してほしい。 

 地域毎に的確で戦略的な施策や方針を位置づけていくことが必要。 

②総合交通計画 

 障害者の交通のニーズは様々で、小さな意見もくみ上げて欲しい。 

 視覚障害者にとって点字ブロックの存在は大きい。車いすでの段差問題も解消が望まれ

る。駅のバリアフリーも重要だが、道路のバリアフリー化も重要。 

 道路などのインフラの改修は計画的に行う必要がある。 

 目標値としては、公共交通利用者数に加え、一人あたりの公的資金投入額なども必要。 

 たこバスは便利であり、全国的にも誇れる事例であるので、内外に発信するべき。 

 バスの運賃値上げについては、優待制度など、福祉施策との兼ね合いも考慮すべき。ま

た、利用率の低下を考慮し、住民とのコミュニケーションを図りながら取り組むべき。 

 交通だけでなく住宅や子育て施策とも連携し、どれだけ住んでもらえるかが重要。 

 

３ 計画素案からの主な見直し内容 

市民説明会やパブリックコメント、審議会や検討会での意見を踏まえ、計画案を作成しまし

た。主な見直し内容は以下の通りです。（計画案本編は別紙参照） 

 

①都市計画マスタープラン 

「都市づくりの方針」の中に、「立地適正化計画」や「総合交通計画」などと連携したまち

づくりの考え方を説明した「コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくり方針」を追

加。(計画案本編 P3-24～26) 

②総合交通計画 

計画の目標値として、「利用者１人あたりの公的資金投入額」を追加。(計画案本編 P54) 

 

４ 今後のスケジュール 

本年３月末に計画を策定し、公表する予定です。 
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【環境】豊かな環境と都市の
強さとしなやかさ
が調和した

“安全・快適な暮らし”
をめざす都市づくり

【社会】超高齢社会を念頭
においた多種多様
な交流が生み出す

“やさしい共生社会”
をめざす都市づくり

【経済】地域の資源・特性
を生かし好循環を
生む

“活力ある地域経済の確立”
をめざす都市づくり

やさしさ・豊かさ・活力が持続する 未来安心都市・明石

【現状整理】

○超高齢社会等の
社会変化への対応

【将来における主要課題】

【上位計画】

【都市づくりの視点】

① 誰もが安全・
安心に暮ら
せる、人に
やさしい
都市づくり

【将来都市像】

【都市づくりの方向性】

【都市計画区域マスタープラン(R3.3)】

●目標年次
令和7年（2025年）

●都市づくりの基本理念
（1）安全・安心な都市空間の創出
（2）地域主導による

魅力的な都市づくり
（3）持続可能な都市構造の形成

【あかしＳＤＧｓ推進計画
（明石市第6次長期総合計画）(R4.3)】

●計画期間
R4(2022)年度～R12(2030)年度

●まちづくりの基本理念
ＳＤＧｓ未来安心都市・明石
～いつまでも すべての人に

やさしいまちを みんなで～
●まちづくりの方向性
①経済：にぎわいと活力が持続するまち
②社会：すべての人が助け合い

安心して暮らせるまち
③環境：人にも自然にも地球にも

やさしいまち

明石市都市計画マスタープラン（案）概要版

② 災害に強く、
強靱な

都市づくり

③ 都市と自然
が融合し環
境負荷の少
ない脱炭素
型の
都市づくり

④ まちの魅力
により活力
と交流が持
続する

都市づくり

⑤ スマートシ
ティの推進
による次世
代の

都市づくり

○安全安心・防災対策

○都市機能の維持・向上

○地球環境への配慮

○産業構造の変化への対応

○地域の主体的なまちづくり

○インクルーシブ社会
の実現

・中心市街地の活性化
・子育て支援の充実
・中核市としての

サービス向上
・区画整理、民間宅地開発
・南北幹線道路、

環状道路整備
・交通結節点整備
・公園、親水空間整備
・ユニバーサルデザイン

【まちづくりの状況】

■市民意識の変化（向上）
・まちに愛着を感じる
・住み続けたい
・子育て環境が良い
■良くなった分野
・子育て環境の充実
・良好な都市環境の整備
・交通体系の構築
■今後推進すべき分野
・高齢者支援の充実
・交通体系の構築
・防災生活安全対策の推進

【市民意識】

目標年次：令和14年度(2032年度） 人口ﾌﾚｰﾑ：30万人 [令和12年度(2030年度)]

【将来都市構造図】

(1)市街化区域・市街化調整区域の方針
①市街化区域

• 適切な土地利用、維持更新などにより良好な市街地形成を図る。
• 農地などは農政と連携して保全や活用を図る。
• コンパクトな都市構造を維持するため、拡大は最小限として検討する。

②市街化調整区域
• 農地やため池など持続可能な環境保全に努める。
• 大規模な土地利用転換は保全と活用との調和を図りながら適切な土
地利用を誘導する。

・人口は近年増加
・高齢化の進展
・都市の拡大に

あわせた基盤整備
・公共交通利用者の増加
・日常生活サービス施設

の充実 （医療、福祉、
商業、公共交通）

・共生社会（ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ）
への取り組み

現

状

課

題

理

念

・

方

向

性

方

針

(4)その他の都市施設整備の方針
• 卸売市場は、老朽化や耐久性に課題があることから、流通機能も考
慮し、再整備を検討する。

• ごみ焼却場、処理場は、経年劣化により更新が必要なことから、コスト
削減や機能面も検討し建替えを進める。

(1)環境にやさしく脱炭素型のまちづくりに関する方針
• 脱炭素社会の実現を目指し、建築物や交通、再生可能エネルギーの
導入など、環境負荷の低減に配慮した都市づくりを進める。

(1)景観類型別方針
• 景観を「面」「線」「点」「眺望」の視点で方向付けを行い、景観形成
に取り組む。

(2)推進地区
• 良好な景観をもつ地区を「推進地区」と位置づけ、守り、育て、創る視
点で選定して位置づけ、景観都市づくりに取り組む。

(3)景観都市づくりの推進
• 市民、事業者、行政が一体となって景観の取組を進める。

(1)市街地整備の方針
• 区画整理事業や地区計画により地域の良好な市街地の形成を図る。
• 地区計画の導入により良好な住環境の形成を図る。
• 大規模な工場、商業施設跡地などは、地区計画の策定や用途地域の
転換などにより、土地利用制度を複合的に活用して再整備を図る。

(2)住宅地整備の方針
• 大規模工場跡地や農地などで住宅地が形成されつつある地区は、開
発許可での誘導や地区計画などにより良好な住環境を整備する。

• 空き地、空き家を有効活用する。
• 高齢者世帯とファミリー世帯との間の円滑な住み替えを促すなど、多
様な主体と連携して住環境と土地利用の維持を図る。

全

体

構

想 ○新しい生活様式・
分散型社会への対応

【都市づくりの方針】
１ 土地利用の方針

２ 都市施設整備の方針

３ 環境保全・整備の方針

４ 景観形成の方針

５ 市街地整備と住宅地整備の方針

６ 都市防災の方針

(2)用途別の方針
①商業・業務系地域

• 鉄道駅周辺をはじめとする地域にて商業、サービス、公共公益機能を
集積し、維持を図る。

②工業系地域
• 工業が集積する区域は産業機能の強化、複合市街地や酒蔵などが
ある区域では住工共存した土地利用を図る。

③住宅系地域
• 住民意見を反映させながら住環境の維持や再生、魅力強化を図る。

(1)交通施設整備の方針
①鉄道・駅前広場

• 鉄道駅を中心に、駅前広場や駐輪場、アクセス道路などにより集約型
の都市構造を形成する。

• バリアフリー化、公共交通との連携などによりすべての人にとって快適
な回遊環境を創出する。

②道路
• 選択と集中による道路整備や適切な維持管理などにより安全安心な
道路空間を確保する。

• 高速自動車道の有効活用などにより交通ネットワークの強化や地域
の活性化を推進する。

③公共交通（バス・海上交通）
• 誰もが安全で円滑に移動できるようバス交通体系の確立やMaaSな
どの新しい技術も取り入れる。

• 海上交通は、生活の足としてだけでなく、海を感じる観光資源としても
利用促進を図る。

• 自動運転など新しい交通モードについても検討して安全な交通環境
の実現を目指す。

④駐車場・駐輪場
• 道路の安全性や利便性、美観の向上を目指し、適切な維持管理、有
効活用を図る。

(2)公園・緑地等整備の方針
①都市公園・緑地

• 整備済の公園は、立地特性を活かした適切な維持管理、有効活用を
図る。

• 民間開発や区画整理の場合は、新たな公園整備を誘導していく。
• 人口減少時代をとらえ、公園整備は必要性を慎重に検討する。

②その他緑の空間
• 丘陵地や海辺の空間は、訪れる人の休憩や周辺環境に配慮し、適切
な保全、活用を行う。

(3)下水道・河川等整備の方針
①下水道整備

• 汚水管、雨水管の整備を行い、都市環境の向上などを図る。
• 安定的に下水処理を継続するため、下水道施設の適切な維持管理、
長寿命化、改築・更新を行う。

②河川等整備
• 河川やため池などは、治水安全度の向上や親水空間として活用を図
る。

(3)移動環境整備の方針
①安全・安心な都市環境の整備

• ユニバーサルデザインの考えに沿って、バリアフリー化等、誰ひとり取
り残されることのない人にやさしい快適な都市づくりを進める。

②回遊ネットワークの整備
• 気軽に魅力ある都市・自然環境を楽しめるよう、海辺へのネットワーク
の確保や休憩施設、広場の確保、景観づくりなどに取り組む。

(2)空間的環境整備の方針
①歴史的な環境の保全・整備

• 古くからのまちなみや建造物、海沿いの集落など歴史や海を感じる環
境の保全や整備を図る。

②海辺の環境の保全・整備
• 海岸線を市のシンボルとして、海水浴場や港湾海浜利用、海辺の景
色等魅力の強化、機能の維持、充実を図る。

③その他の自然環境の保全・整備
• 農地やため池、樹林地など都市アメニティとして、土地活用や自然の
保全との調和を図る。

(1)都市の耐震化・不燃化
• 密集市街地は、建築物の更新促進や不燃化を進め、狭あい道路整備
や空き家の適切な管理促進により市街地環境を改善する。

• 公共建築物は耐震診断により計画的に耐震改修を進める。
• 災害時に備え、橋梁の耐震化やライフラインの事前予防措置を進める。

(2)都市基盤の整備
• 既設公園の機能強化や幹線道路整備を推進し防災機能向上を図る。

(3)土砂災害と浸水対策
• 宅地造成による災害防止のため、造成工事の規制や既存造成地の
指導などを実施する。

• 土砂災害特別警戒区域等は、定期的な安全確認や不適格住宅の移
転に対する支援を行う。

• 浸水被害対策として、雨水管整備や排水施設の維持管理、ため池の
活用などを促進する。

• 地震や台風発生時の河川や海岸の災害に備え、海岸保全施設の適
切な管理や災害訓練などを実施する。

• ハザードマップなどにより情報発信に努める。

R5(2023).3

７ コンパクト・プラス・ネットワークのまちづくり方針

• 「立地適正化計画」及び「総合交通計画（地域公共交通計画）」に基
づき、ｺﾝﾊﾟｸﾄ・ﾌﾟﾗｽ・ﾈｯﾄﾜｰｸの考え方に沿ったまちづくりを進める。
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大久保地域

西明石地域

明石東部地域

地

域

別

構

想

【地域づくりの方針】

■役割と位置づけ

地域 地域内に校区がある小学校

①明石東部
松が丘小、朝霧小、人丸小、中崎小

明石小、大観小、王子小、林小

②西明石
鳥羽小、和坂小、沢池小、藤江小

花園小、貴崎小

③大久保
大久保小、大久保南小、高丘東小

高丘西小、山手小、谷八木小、江井島小

④魚住 魚住小、清水小、錦が丘小、錦浦小

⑤二見 二見小、二見北小、二見西小

■地域区分の設定

●全体構想で整理した「都市づくりの方針」は、市全域での均衡あるまちづくりを行うための全市的な基本方針

●地域別構想の「地域づくりの方針」は、「都市づくりの方針」を踏まえたうえで、地域ごとの「特性」と「課題」を考慮した

「目標」を整理し、地域性を鑑みた地域ごとの基本方針

①都市と海がつながるにぎわい・交流拠点の形成

目

標
④豊かな文化・レクリエーション資源に

触れられる回遊性の高い都市づくり

②暮らしの質を高める便利で快適な生活拠点の形成

③住宅地における良好かつ持続可能な住環境の構築

方

針

市役所建替や明石港東外港地区の再開発による海際の魅力
向上と駅周辺との連携

大蔵海岸周辺でのレクリエーションや商業・サービス機能
の強化

駅を起点としたバスサービスの確保と駅の利便性向上

観光・歴史的資源を結ぶ回遊空間の形成

明石の玄関口にふさわしい景観形成

住宅開発の促進と既存市街地との調和

急傾斜地等土砂災害、密集市街地における防災性の向上

①広域拠点として活発な交流を育む都市づくり

目

標

④自然資源を活用したまちづくりや回遊ﾈｯﾄﾜｰｸの形成

②都市活力の波及と利便性向上による
住みたくなる住環境づくり

③雇用を支える産業機能の維持・強化と
住工共存の都市づくり

方

針

広域交通拠点としてのﾎﾟﾃﾝｼｬﾙを活かした地域活性化

JR西明石駅南側の新たな改札設置や駅前広場、アクセス道
路などの整備

公設地方卸売市場の機能適正化

山電藤江駅など駅周辺のバリアフリー化

藤江海岸から林崎海岸の連続性のある海辺の景観の保全

地区計画などによる住環境の形成

国道２号などの幹線道路の整備促進

①人々が集いにぎわいが溢れる駅周辺の都市拠点づくり

目

標

④緑と海と歴史を楽しむ回遊ネットワークの形成

②人口増加に対応した住み続けたくなる
魅力的な住環境づくり

③住宅と工業地との良好な共存と
産業機能を高める環境づくり

方

針

JR大久保駅南側の公共用地など、駅周辺における商業・
サービス機能の強化や良好な住環境の整備

駅施設や踏切などの利便性や安全性の向上の促進

環境保全に配慮した安全・安心な新ごみ処理施設の整備

八木海岸から江井ヶ島海岸における魅力の強化と北部地域
の土地活用と自然保全との調和

石ケ谷公園周辺における緑豊かな景観形成

JR大久保駅前地区や山電江井ヶ島駅北地区における区画整
理事業の推進や計画的な市街地形成

山手環状線、江井ヶ島松陰新田線など都市の骨格を形成す
る道路の整備促進

魚住地域

①JR魚住駅南北が一体となった
暮らしの核とまちのにぎわいづくり

目

標

④のどかさを感じさせる農を身近に親しむ都市づくり

②地域の元気を支える駅と連携した住環境づくりと
国道沿い等での操業環境の向上

③自然,歴史,文化の魅力にふれあうﾚｸﾘｴｰｼｮﾝ機能の強化

方

針

JR魚住駅周辺における商業・サービス機能や公共公益機能
の強化

播磨臨海地域道路計画を踏まえた地域内道路の渋滞緩和

誰もが一緒に楽しめる17号池魚住みんな公園の活用

西国街道や浜街道沿いの古くからのまちなみ、酒蔵等の建
造物等の環境保全

西岡海岸周辺の播磨灘の眺望を活かした歴史の趣のある景
観形成

地区計画などによる住環境の形成

国道２号や長坂寺線などの幹線道路の整備推進

二見地域

①山陽電鉄東二見駅及び西二見駅周辺の各機能の連携強化

目

標

④地域内の道路の安全性の向上

②南二見人工島での産業機能の維持・向上と
良好な住宅地との共存

③明石海浜公園における海際レクリエーション機能の
利用促進と防災機能の向上

方

針

山電東二見駅周辺の商業、公共公益サービス機能の強化と
西二見駅周辺の商業機能の強化や公共施設の充実化

JR土山駅、山電東二見駅、西二見駅や臨海工業団地などの
バスサービスの確保

明石海浜公園の海辺の魅力を楽しめる場としての維持、強
化

浜街道沿いの古くからのまちなみ、海際の古くからの建造
物の環境保全

二見港周辺における船溜まりや漁港の営みなどを活かした
景観形成

地区計画などによる住環境の形成

明石海浜公園における地域防災公園としての機能強化
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明石市総合交通計画（2023年度～2032年度）の概要（案）

あかしSDGs推進計画（明石市第６次長期総合計画）

【県】 社会基盤整備プログラム
【県】 ひょうご公共交通10か年計画
【市】 明石市都市計画マスタープラン
【市】 明石市立地適正化計画
【市】 明石市ユニバーサルデザインのまちづくり実行計画
【市】 明石市地域防災計画
【市】 明石市みちビジョン
【市】 第3次明石市交通安全基本計画 など

本市の課題

 少子高齢化の進展
高齢化率の増加、年少人口の減少

 持続可能なコンパクトなまちづくり
人口密度の低下の抑制

 公共交通（鉄道・バス）の交通ネットワークの維持
人件費等の高騰による運行経費の増加

 多様な移動ニーズへの対応
交通弱者が安心・安全に利用できるユニバーサルデザインの促進

 交通安全対策
高齢者の人身事故件数の割合の増加

 脱炭素に向けた対応
全国、県よりも大きい運輸部門のCO2排出割合

 自動車分担率の増加
市西部地域の自動車分担率の増加

 近隣市町との連携の強化
近隣市町との交流の促進

 新しい生活様式への対応
公共交通利用者が減少する中、持続可能な交通体系の確立

令和5(2023)年度～令和14(2032)年度 【10年間】

みんなで持続可能なやさしい交通体系を守り・育てる
～「人と人」「人と地域」「地域と地域」をつなげる公共交通～

 公共交通利用者数 ●現況値（2020年度） 8,410万人/年

公共交通利用者数をコロナ禍前の１億人/年まで増加

 公共交通利用圏 ●現況値（2022年度） 91.8％

市街化区域内の公共交通利用圏を90％以上に維持

 コミュニティバスの収支率 ●現況値（2021年度） 36.4％

コミュニティバス全ルート平均収支率を50％に増加

 公共交通を中心とした交通体系の構築 【マネジメント】
①公共交通ネットワークの維持・改善
②公共交通利用環境の向上
③交通に関する調査・研究

 誰もが快適に移動できる交通環境づくり
【交通環境のユニバーサルデザイン】

④移動等円滑化（ユニバーサルデザイン）の促進
⑤移動支援の推進

 持続可能な社会に向けた安心・安全で環境に

やさしい取り組みの実施 【持続可能な社会の実現】
⑥交通安全・ 快適性向上
⑦災害時等への対応
⑧環境への配慮

 明石のまちを活性化する交通体系 【交流促進】
⑨観光施策との連携
⑩近隣市町や地域間との交流促進

 公共交通をみんなで守り・育てる意識の醸成と実践
【参画と協働】

⑪参画と協働による施策実施
⑫公共交通を利用する意識の醸成

 みんなで守り・育てる持続可能な交通体系の確立
・バス路線網の維持・改善
・地域住民などに対する公共交通利用促進
・積極的な広報、PR、出前講座 など

 ユニバーサルデザインの推進
・鉄道駅のホームドアの設置
・駅施設だけでなく歩道など連続的な移動空間の整備 など

 駅を中心とした地域拠点の形成との連携
・西明石駅南側の開発（駅前広場、アクセス道路、住宅開発）
・中心核である明石駅周辺における取組との連携（市役所建替、
東外港再開発） など

 快適な道路ネットワークの構築
・山手環状線（大窪工区）、江井ヶ島松陰新田線（神戸市境）の整備
・自転車通行空間の整備 など

 交通安全対策の充実
・交通弱者対策の充実 ・自転車対策の推進
・踏切道の交通環境の整備
・交通安全の取り組みの普及徹底 など

「明石市地域公共交通活性化協議会」

により、達成状況を監視

上位計画

関連計画

計画の期間

計画の基本理念

計画の目標

計画の基本戦略・施策方針

主要プロジェクト

計画の推進体制 計画のPDCA

 利用者1人あたりの公的資金投入額
●現況値（2021年度） 138円/人

利用者1人あたりの公的資金投入額を138円/人に維持

交通ネットワーク図（市内）

交通ネットワーク図（広域）
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市の中心核として市内外の交流の促進と
既存の充実したネットワークの維持・改善

新幹線駅であるJR西明石駅の
機能性向上による円滑な交通環境づくり

JR大久保駅周辺の医療・商業・公共施設等への
アクセス向上および公共交通の利用を中心とした
円滑な交通ネットワークの構築

市民の参画によるJR魚住駅を中心とした
交通環境づくりを推進し、自動車利用から
公共交通への転換を促進

市民の参画による鉄道駅を中心の
交通環境づくりを推進し、自動車利用から
公共交通への転換を促進

コミュニティバスの展開方針

 コミュニティバスの見直し基準
・収支率※（運行収入/運行経費）が、以下の基準を下回
る場合は、運行の見直しなどを検討します。

・Tacoバス ： ５０％
・Tacoバスミニ ： ２０％

※収支率は、全利用者が税抜き運賃を支払ったとみなした
運行収入と、車両減価償却費を除いた運行経費より算出

 路線改廃スキーム
・路線の見直しや廃止に向けた手順を明確化し、以下の具
体の手法により運用を行います。

収支率：全利用者が税抜き運賃を支払ったとみなした時の収支率
目標値：収支率の見直し基準値を日利用者数に換算した値
目標値＝（年間運行経費-減価償却費）/税抜き運賃×見直し基準/365日

必要値：評価前年度の実績から評価年度の5年後に目標値を達成
するために必要な日利用者数
沿線人口の利用率：各路線の日利用者数を沿線人口で除した値

※沿線人口：バス停から半径300ｍ圏内の人口

最小値：沿線人口の利用率：Tacoバス 1％ Tacoバスミニ 0.5％

経過観察①：現状の路線維持を原則とする
経過観察②：地域と路線見直しや利用促進に向けた検討を始める

 運賃体系の見直し検討
・人件費や、燃料費の高騰により、運行経費は増加してい
る中、他市町の事例や、運賃体系の見直しによる利用者
への影響や政策的効果などを踏まえ、社会情勢に応じた
最適な運賃体系について検討します。

 利便性向上および利用促進の実施
・たこバスでは、これまで交通結節点への屋根やベンチの
整備、バスの現在地が分かる「たこバスナビ」などの利便
性向上、冬のキャンペーンや、たこバス応援店などの利用
促進を実施してきましたが、今後も積極的に利便性の向
上及び利用促進を図り、さらなる利用者の増加を目指し
ます。

地域別の交通政策（事業プログラム）
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